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個個  人人  情情  報報  保保  護護  制制  度度  説説  明明  会会 
～改正個人情報保護法を踏まえた事業者対応～ 

 

                        

                
                 
                 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

開 催 日 時 ・会 場 ・平成 29 年 9 月 26日（火）13 時 30 分から 16時 00 分まで 
＜開場 13時 00分＞ 

・東京都議会議事堂 1階 都民ホール（新宿区西新宿 2－8－1） 

ＪＲ新宿駅西口から徒歩約 10分（裏面案内図参照） 

 対象者・募集人数  都内事業者等（企業、非営利団体、個人事業者等） 250人 

 内 容 ・ 講 師  改正個人情報保護法を踏まえた事業者対応（仮題） 

講師  弁護士  森 亮二 氏 （弁護士法人英知法律事務所） 

 申 込 方 法  以下の方法により、平成29年9月19日（火）（締切）までにお申し込み下さい。 

【電子申請】 
 

 
 

  
 

 

 

下記ＵＲＬから電子申請のページを開き、お申込みください。 

（http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/setumeikai/jigyousya.html） 
 
※ 東京都公式ホームページ（トップページ） ＞ 都政情報 ＞ 情報公開・個人情報保護 ＞  

個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 ＞ 個人情報保護説明会  からアクセス 
 
また、スマートフォン・携帯電話をお持ちの方は、裏面ＱＲコードからも電子 

申請のページに進むことができます。 
 

【 Ｆ Ａ Ｘ 】 
 
裏面「参加申込書」にご記入いただき、裏面ＦＡＸ番号へご送信ください。 

  

 

【問い合わせ先】 

東京都生活文化局 広報広聴部 情報公開課 髙野・平松・清水 

電話 03-5388-3135(平日9時～17時) ＦＡＸ 03-5388-1338 
 

平成 29年 5月 30日に改正個人情報保護法が全面施行さ 

れました。これに伴い、従来、法が定める安全管理などの 

義務の対象外であった事業者（事業に利用する個人データ 

が 5,000件以下）についても、新たに義務の対象となり、 

そのような義務が課せられることとなる中小規模事業者に 

は、大きな影響が予想されます。 
 

一方、今回の改正では、「要配慮個人情報」や「匿名加工 

情報」等の規定が新設されるなど、従来の制度と大きく異な 

る事項も盛り込まれ、これまで義務の対象であった大規模事 

業者においても法改正を踏まえた対応が必要となっています。 
 

これらの状況を踏まえ、主に都内事業者の皆様を対象に、改正個人情報保護 

法に関する情報提供と必要となる対応策について解説することを目的に、本説 

明会を開催します。皆様のご応募、ご来場お待ちしております。 

・参加票等の発行はいたしません。当日は、直接会場にお越しください。 
・希望者が多い場合、1事業者当たりの人数を調整させていただくことがあります。 
・お申込み多数等でご参加をお断りする場合がございます。予めご了承ください。 

都内事業者の皆様へ 

2017 
9/26 

13:30～ 
16:00 

 参 加 無 料 

都民ホール 
（都議会議事堂１階） 

http://www.johokokai.metro.tokyo.jp/kojinjoho/setumeikai/jigyousya.html


フリガナ

※

※

 電子申請ＱＲコード
　スマートフォン用  それ以外の携帯電話

・「JR新宿駅」（西口から徒歩約10分）

・都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」

・新宿駅西口（地下バスのりば）から都営バス又は京王バス（都庁循環）

　「都庁第一本庁舎」、「都庁第二本庁舎」、「都議会議事堂」下車

・JR新宿駅西口「新宿駅西口」バス停から「西新宿・都庁本庁舎方面」

　行きの新宿ＷＥバス乗車、「都庁本庁舎」下車

事業者向け

○　本説明会を、何でお知りになりましたか？（○をお願いします。）
　ア．東京都のホームページ　　イ．東京都のTwitter・Facebook　　ウ．都民ニュース（ラジ
オ）
　エ．東京都からの案内　  オ．区市町村からの案内　　カ．その他（　　　　　　　　　）

○　業種は何ですか？（○をお願いします。）
　ア．医療福祉　　イ．不動産業　　ウ．教育関係　　エ．情報通信　　オ．金融・信用
  カ．商業 　 キ．製造業　　ク．非営利団体　　ケ．区市町村職員　　コ．都職員
  サ．その他（　　　　　　　　　）

○　5,001人以上の個人情報を事業活動に利用していますか？（旧法基準）
　　はい　・　いいえ

○　個人情報保護に関するご質問・ご要望などがありましたら、ご記入ください。

　皆様からいただいた個人情報保護に関するご質問・ご要望などの中から、多くお寄せいただいたものについて、
説明会でご紹介することがあります。（その際には、氏名の公表はいたしません。）
　なお、すべてのご質問はご紹介できませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

（案内図）

参加者氏名（申込代表者のみ） 参加人数

※　お申込みに際して収集した個人情報は、本説明会の開催に関しての
　み利用します。
　　説明会終了後、速やかに裁断廃棄いたします。

※代表者人数を含む

　　　　　　　人

　参加票等の発行はいたしません。当日は、直接会場にお越しください。
　お申込み多数等でご参加をお断りする場合は、ご連絡をいたします。

連絡先電話番号（申込代表者のみ）

※日中にご連絡のつく電話番号をご記入ください。

　　　　　　－　　　　　　　　－　

個人情報保護制度説明会 参加申込書 
（改正個人情報保護法を踏まえた事業者対応） 

＜ＦＡＸ送信先＞ 
 
 ０３－５３８８－１３３８  
 東京都生活文化局広報広聴部情報公開課 
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